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平成 29 年 ８ 月 14 日

第 １３０２８ 号（月曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

　　　　告　　　示
○農産物検査法に基づく地域登録検査機関の登録の更新

 （農業安全課）　１

○漁業災害補償法第108条第２項の規定による同意の認定

 （水　産　課）　２

　　　　公　　　告
○大規模小売店舗の変更の届出の公告 （経営支援課）　３

石川県告示第402号

　農産物検査法（昭和26年法律第144号）第18条第３項において準用する同法第17条第２項の規定により、次のとお

り地域登録検査機関の登録を更新した。

　　平成29年８月14日

 　石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　登録年月日及び登録番号

　　平成24年８月10日　17057

２　地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

　　農事組合法人夢ふく

　　井上　広信

　　羽咋市円井町カ240番地

３　登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類

　　国内産農産物（玄米）

４　登録の区分

　　品位等検査

５　登録検査機関が農産物検査を行う区域

　　石川県

６　農産物検査を行う農産物検査員の氏名、住所及び当該農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類

氏　　名 住　　　　　　所 農産物検査を行う農産物の種類

藤 岡 俊 輔 羽咋市円井町151 玄米

元 永 圭 吾 羽咋市円井町ヨ157 玄米

７　登録更新年月日

　　平成29年８月10日

１　登録年月日及び登録番号

　　平成24年８月10日　17058

２　地域登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

　　株式会社米屋
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　　魚住　正栄

　　野々市市稲荷一丁目88番地

３　登録検査機関が農産物検査を行う農産物の種類

　　国内産農産物（玄米）

４　登録の区分

　　品位等検査

５　登録検査機関が農産物検査を行う区域

　　石川県

６　農産物検査を行う農産物検査員の氏名、住所及び当該農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類

氏　　名 住　　　　　　所 農産物検査を行う農産物の種類

魚 住 雅 通 野々市市稲荷１－86 玄米

魚 住 文 男 野々市市清金３－160 玄米

７　登録更新年月日

　　平成29年８月10日

石川県告示第403号

　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号。以下「法」という。）第108条第５項において準用する法第105条の２第３

項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第108条第２項の規定による同意があったものと認める。

　　平成29年８月14日

 　石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　西海第１加入区

　⑴　発起人の住所及び氏名

　　　羽咋郡志賀町西海風戸ハの148番地　　　 橋本　甚二郎

　　　羽咋郡志賀町西海風無リの55の２番地　　久木　喜久彦

　⑵　区域

　　 　石川県漁業協同組合の地区のうち旧石川とぎ漁業協同組合の地区（西海風戸、西海風無、西海千ノ浦及び西海

久喜の区域に限る。）

　⑶　区分

　　　法第104条第２号に掲げる漁業のうち総トン数３トン以上５トン未満の漁船により行う漁業

　⑷ 　漁業災害補償法施行規則（昭和39年農林省令第35号。以下「規則」という。）第48条の２において準用する規

則第46条第１項の規定による通知年月日

　　　平成29年７月12日

２　西海第１加入区

　⑴　発起人の住所及び氏名

　　　羽咋郡志賀町西海風無チの46番地　　高中　祐治

　　　羽咋郡志賀町西海風無チの55番地　　小川　英樹

　⑵　区域

　　 　石川県漁業協同組合の地区のうち旧石川とぎ漁業協同組合の地区（西海風戸、西海風無、西海千ノ浦及び西海

久喜の区域に限る。）

　⑶　区分

　　 　総トン数５トン以上10トン未満の漁船により、主として底びき網、刺網又は小型べにずわいがにかごを使用し

て営む漁業

　⑷　規則第48条の２において準用する規則第46条第１項の規定による通知年月日

　　　平成29年７月12日

３　西海第１加入区

　⑴　発起人の住所及び氏名

　　　羽咋郡志賀町西海風戸イの３番地の４　　橋本　克広
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　　　羽咋郡志賀町西海風戸イの27番地の１　　瀬川　善彦

　⑵　区域

　　 　石川県漁業協同組合の地区のうち旧石川とぎ漁業協同組合の地区（西海風戸、西海風無、西海千ノ浦及び西海

久喜の区域に限る。）

　⑶　区分

　　　総トン数５トン以上10トン未満の漁船により、主としてかごを使用して営む漁業

　⑷　規則第48条の２において準用する規則第46条第１項の規定による通知年月日

　　　平成29年７月12日

大規模小売店舗の変更の届出の公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次のとおり大規

模小売店舗の変更の届出があった。

　なお、法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、県に対し、意見書の提出により意見を

述べることができる。

　　平成29年８月14日

 　石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　イオンタウン金沢示野　Ａ棟

　　金沢市戸板第二土地区画整理事業地内87街区

２　変更した事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）株式会社カーマ

　　　　　　　代表取締役社長　久田　宗弘

　　　　　　　愛知県刈谷市日高町三丁目411番

　　（変更後）ＤＣＭカーマ株式会社

　　　　　　　代表取締役社長　豊田　芳行

　　　　　　　愛知県刈谷市日高町三丁目411番

３　変更の年月日

　　平成27年３月１日

４　変更する理由

　　小売業者の商号及び代表者が変更となったため

５　届出年月日

　　平成29年７月28日

６　届出等の縦覧場所

　　石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び金沢市経済局商業振興課

７　届出等の縦覧期間

　　平成29年８月14日から同年12月14日まで

８　意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先

　　平成29年12月14日

　　金沢市鞍月１丁目１番地

　　石川県商工労働部経営支援課

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　イオンタウン金沢示野　Ｅ棟

　　金沢市戸板第二土地区画整理事業地内81街区

公　　　　　　　　告
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２　変更した事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）三共ジョーシン株式会社

　　　　　　　代表取締役社長　古城　貞夫

　　　　　　　富山県富山市問屋町一丁目９番24号

　　　　　　　ほか１者

　　（変更後）上新電機株式会社

　　　　　　　代表取締役社長　金谷　隆平

　　　　　　　大阪府大阪市浪速区日本橋西一丁目６番５号

　　　　　　　ほか１者

３　変更の年月日

　　平成29年２月１日

４　変更する理由

　　小売業者が入替えとなったため

５　届出年月日

　　平成29年７月28日

６　届出等の縦覧場所

　　石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び金沢市経済局商業振興課

７　届出等の縦覧期間

　　平成29年８月14日から同年12月14日まで

８　意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先

　　平成29年12月14日

　　金沢市鞍月１丁目１番地

　　石川県商工労働部経営支援課

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　イオンタウン金沢示野　イースト棟

　　金沢市戸板第二土地区画整理事業地内77街区

２　変更した事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）株式会社ライトオン

　　　　　　　代表取締役　藤原　政博

　　　　　　　茨城県つくば市東新井37－１

　　　　　　　ほか４者

　　（変更後）株式会社ジーユー

　　　　　　　代表取締役　柚木　治

　　　　　　　山口県山口市佐山717番地１

　　　　　　　ほか４者

３　変更の年月日

　　平成27年９月22日

４　変更する理由

　　小売業者の入替えや代表者等が変更となったため

５　届出年月日

　　平成29年７月28日

６　届出等の縦覧場所

　　石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び金沢市経済局商業振興課

７　届出等の縦覧期間

　　平成29年８月14日から同年12月14日まで
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８　意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先

　　平成29年12月14日

　　金沢市鞍月１丁目１番地

　　石川県商工労働部経営支援課

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　イオンタウン金沢示野　マックスバリュ棟

　　金沢市戸板第二土地区画整理事業地内79街区

２　変更した事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）丸紅テレコム株式会社

　　　　　　　代表取締役社長　要　博明

　　　　　　　東京都千代田区西神田三丁目８番１号

　　　　　　　ほか13者

　　（変更後）ＭＸモバイリング株式会社

　　　　　　　代表取締役社長　山崎　耕司

　　　　　　　東京都江東区豊洲三丁目２番24号

　　　　　　　ほか11者

３　変更の年月日

　　平成29年３月１日

４　変更する理由

　　小売業者の入替えや代表者等が変更となったため

５　届出年月日

　　平成29年７月28日

６　届出等の縦覧場所

　　石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び金沢市経済局商業振興課

７　届出等の縦覧期間

　　平成29年８月14日から同年12月14日まで

８　意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先

　　平成29年12月14日

　　金沢市鞍月１丁目１番地

　　石川県商工労働部経営支援課
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